
指定廃棄物の最終処分場等に係る市町村長会議  次第 

 

平成２４年１０月２５日（木）   
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３  議事 
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指定廃棄物の最終処分場等に
係る市町村長会議資料 

 

平成２４年１０月２５日 

宮城県環境生活部 
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指 定 廃 棄 物 と は 

指定廃棄物とは、放射能濃度が8,000ベクレル/kg

を超える、特措法※に基づき環境大臣が指定する

廃棄物です。  

国が責任をもって処理することになっています。 

 
※ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発 

   電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処 

   に関する特別措置法 
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これまでの経緯 ① 

• 平成２３年８月３０日 
     特措法が公布 
 
• 平成２３年１１月１１日 
    特措法に基づく基本方針が閣議決定 
      「指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出 
      された都道府県内において行うものとする。」 
       （基本方針３（２）） 

 

・ 平成２４年３月３０日 
     環境省が「指定廃棄物の今後の処理の方針につ 
     いて」を公表 
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環境省が公表した方針の概要 

• 国は、既存の廃棄物処理施設の活用について引き続き検討を行いつつ、今後３

年程度（平成26 年度末）を目途として、指定廃棄物が多量に発生し、保管がひっ

迫している都道府県において、必要な最終処分場などを確保することを目指す。 

 

• 指定廃棄物の最終処分場を新たに建設する必要がある場合には、都道府県内に

集約して設置し、その設置場所は、必要な規模や斜度を確保し、土地利用の法令

上の制約がなく、最終処分場建設に適している候補地を、国有地の活用も含め、

都道府県毎に複数抽出。その後、複数の候補地の中から、現地調査などにより

立地特性を把握した上で、国が立地場所を決定。 

 

•  国は、最終処分場が設置されるまでの間、当面、焼却、乾燥、溶融などの中間処

理を行い、保管の負担を軽減。農林業系副産物（稲わら、牧草など）は、既存の焼

却施設で焼却できない場合、仮設焼却炉等を設置。 
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これまでの経緯② 

• 平成２４年５月３０日 

     環境副大臣が来県 

     ・県内に最終処分場等を設置することについて 

       の協力の依頼 

     ・知事からは，国が主体的に責任を持って説明 

       をしていただきたい旨要請 

 

・ 平成２４年８月１０日 

     指定廃棄物の最終処分場候補地の選定手順等に 

     係る市町村説明会を開催 
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これまでの経緯③ 

・平成２４年１０月５日 

    環境大臣，環境副大臣が就任あいさつのため来県 

    ・処分場等設置候補地選定について，改めて知事 

      に協力を要請 

    ・知事からは，国の考え方を早めに示すことを 

      要請 
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• 指定廃棄物の処理に当たっては、既存の廃棄物処理施設（焼却炉、管理型最終
処分場）を活用することが望ましいが、困難な場合には以下のとおり処理を行う。

• 可燃性廃棄物（農林業系副産物、下水汚泥（脱水汚泥）等）は、指定廃棄物の発
生市町村ごとに設置する小型の仮設焼却炉、または最終処分場に併設する仮設
焼却炉などにより、可能な限り速やかに減容化を図る。

• 不燃性廃棄物（一般廃棄物の焼却灰、浄水発生土（上水・工業用水）、下水汚泥
（焼却灰・溶融スラグ）等）は、発生施設ごとに現場保管を行う。その後、収集・運
搬を行い、国が設置する最終処分場で処分する。

指定廃棄物の今後の処理の方針について
指定廃棄物の処理の流れ
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指定廃棄物の今後の処理の方針について

最終処分場（遮断型構造の場合）のイメージ図
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指定廃棄物の今後の処理の方針について
指定廃棄物の最終処分場の確保に係る工程表
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（1）選定方針

宮城県全域を対象とし、①～④の手順に基づくスク
リーニングを実施し、候補地を選定する。

①必要規模や地形勾配を考慮した国有地を抽出

②法令面の制約のない国有地を抽出（１次スクリー
ニング）

③最終処分場の適地として望ましくない地域、自然
的条件、社会的条件等を確認し、複数の候補地を
抽出（２次スクリーニング）

④複数の候補地に対して現地踏査等を行い、最終的
な候補地を選定。

指定廃棄物最終処分場候補地の選定の考え方①
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①必要規模や地形勾配を考慮した国有地を抽出

指定廃棄物の発生量の推計に基づく最終処分場
（中間処理施設等附帯設備を含む）の必要規模や、
地形勾配を考慮した国有地を抽出する。

②１次スクリーニング

自然公園等特別地域、地すべり危険区域等、土地
利用に関する法令面の制約のない国有地を抽出する。

（２）具体的な選定手順

除外する地域

自然公園特別地域、自然公園特別保護区、自然環境保
全地域特別地区、鳥獣保護区特別地区、地すべり危険区
域、砂防指定地、急傾斜崩壊危険区域、土石流危険区域、
土石流危険渓流、雪崩危険箇所

指定廃棄物最終処分場候補地の選定の考え方②
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③ ２次スクリーニング

２次スクリーニングでは段階的にスクリーニン
グを行い、候補地を抽出する。
１） ２．１次スクリーニング

地すべり地形箇所、洪水浸水区域、活断層近
接地域など最終処分場の適地として望ましくな
い地域を除外する。

除外する地域等

地すべり地形箇所、洪水浸水区域、津波浸水区域（沿岸部
国有林の場合のみ）、活断層・推定活断層近接地域、湿地・沼
地、史跡・名勝・天然記念物所在地、生物生息保護区、保護
林

指定廃棄物最終処分場候補地の選定の考え方③
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２） ２．２次スクリーニング

法令面の地域指定条件、最終処分場の適地としての
自然的条件（地形、地質等）、社会的条件（水源、道路ア
クセスの容易性、周辺土地利用状況、遺跡・埋蔵文化財
の有無、指定廃棄物相当の廃棄物の排出（保管）状況）
を確認し、総合的に複数の候補地を抽出する。

補足情報による確認・評価（例）
（a) 地域指定条件

自然公園地域、自然環境保全地域普通地区、鳥獣保護区、保安林指定（種類）
(b) 自然的条件

希少動植物の生息等（文献）、地形・地質・地盤状況（文献）
(c) 社会的条件

水道水源（取水口）との離隔距離、既存道路利用の可能性とアクセスの容易性
（アクセス道路工事距離等）、分収林等権利関係、周辺土地利用状況・距離、集
落からの距離、学校等公共施設からの距離、農用地からの距離、遺跡・埋蔵文
化財、指定廃棄物相当（8,000Bq/kg超）の廃棄物排出(保管）市町村

指定廃棄物最終処分場候補地の選定の考え方④
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④最終的な候補地の選定

複数の候補地に対して現地踏査等を行い、最終
的な候補地を選定した上で、県に提示する。

必要な調査事項

地形、地質、地下水、動植物、空間線量、アクセス道路、水利
用、集落・公共施設 等

指定廃棄物最終処分場候補地の選定の考え方⑤
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指定廃棄物の最終処分場候補地選定フロー
必要資料の収集・整理

必要規模・地形勾配を考慮した国有地の抽出結果
（候補対象範囲の抽出）

抽出基本条件・方針 国有地：国有林など

除外する地域
・自然公園特別地域・自然公園特別保護区
・自然環境保全地域特別地区・鳥獣保護区特別地区
・地すべり危険区域 ・砂防指定地・急傾斜崩壊危険区域
・土石流危険区域 ・土石流危険渓流・雪崩危険箇所

必要規模・地形勾配を考慮した国有地の抽出

１次スクリーニング

２次スクリーニング結果
複数の候補地抽出

現地踏査
概略施設計画

県の候補地

県への候補地の提示

２．１ 除外する地域等
・地すべり地形箇所 ・洪水浸水区域 ・津波浸水区域
・活断層・推定活断層近接地域 ・湿地・沼地
・史跡・名勝・天然記念物所在地 ・生物生息保護区 ・保護林

２．２ 補足情報による確認・評価
①地域指定条件
・自然公園地域 ・自然環境保全地域普通地区
・鳥獣保護区 ・保安林指定（種類）
②自然的条件
・希少動植物の生息等（文献）・地形・地質・地盤状況（文献）
③社会的条件
・水道水源との離隔距離 ・既存道路利用の可能性とアクセスの容

易性（アクセス道路工事距離等） ・分収林等権利関係
・周辺土地利用状況・距離 ・学校等公共施設からの距離
・既存集落からの距離
・農用地からの距離（必要に応じ現地確認） ・遺跡・埋蔵文化財
・指定廃棄物相当（8,000Bq/kg超）の廃棄物排出 (保管）市町村

２次スクリーニング

１次スクリーニング結果(候補エリアの抽出)

現地踏査による
候補地の調査

県の意見を聴取する県に項目・評価基準を説明する

専門家への
意見聴取



（トン）

832.2

宮城県企業局 371.0

市町村水道事業 461.2

1.6

稲わら 2,238.2 4,800

堆肥 0.0 17,000

牧草 0.0 110,000

牧草地面積から算出した生草としての推計値
であり，実際の量はこれよりも少ない。

（備考）

・指定済の量は，平成24年10月20日現在（最新値）。

宮城県内における指定廃棄物等の状況

平成24年10月25日

指定済量

（参考）
推計量

(8,000Bq/kg
以下の物も
含む。）

・宮城県企業局分は，指定作業が継続中。

・今後，稲わら等のほか，薪風呂や薪ストーブの灰なども対象となる見込み。

浄水発生土

民間企業等
（雨樋清掃時排出汚泥，焼却灰など）

農
業
系
副
産
物

農業系副産物の推計
量は，8,000Bq/kg以
下の物も含む。
推計量には，指定済
の量も含む。
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他県における指定廃棄物最終処分場候補地の選定等の状況 

H24.10.25 

 

１ 栃木県《指定廃棄物 計４,４４５ｔ》 

・４月１８日，環境省の横光副大臣は，栃木県知事を訪問し，候補地選定への協力を要

請した。  

・７月１９日，環境省は，選定手順等についての県内自治体向け説明会を開催した。  

・９月３日，環境省は，候補地を提示した。（地元自治体への事前説明なし）  

   候補地 矢板市塩田大石久保；国有林野  

 ・９月１４日，環境省は，選定経緯等についての県内自治体向け説明会を開催した。  

・９月２４日，地元市民団体は，「指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を求める矢板

市民同盟会」を設立した。  

 ・１０月１０日，矢板市長と高萩市長は，連携して環境省に候補地の白紙撤回を求めて

いくことで合意した。  

・１０月１６日，環境省の園田副大臣は，栃木県知事を訪問し，会談した。  

・１０月２２日，矢板市長は，環境省の園田副大臣を訪問し，候補地の白紙撤回を求め

る要望書を提出した。  

 

２ 茨城県《指定廃棄物 計１,７０９ｔ》 

・４月２６日，環境省の横光副大臣は，茨城県知事を訪問し，候補地選定への協力を要

請した。  

・８月６日，環境省は，選定手順等についての県内自治体向け説明会を開催した。  

・９月２７日，環境省は，候補地を提示した。（９月２６日，地元自治体に事前説明あり） 

   候補地 高萩市上君田竪石；国有林野  

 ・１０月４日，高萩市長は，環境省に選定の白紙撤回を求める申し入れ書を提出した。  

 ・１０月１０日，矢板市長と高萩市長は，連携して環境省に候補地の白紙撤回を求めて

いくことで合意した。〔再掲〕  

・１０月１５日，高萩市長は，茨城県に選定の白紙撤回に向けての協力を求める要望書

を提出した。  

・１０月１６日，環境省の園田副大臣は，茨城県知事を訪問し，会談した。  

 

３ 群馬県《指定廃棄物 計７２４ｔ》 

 ・４月１９日，環境省の横光副大臣は，群馬県知事を訪問し，候補地選定への協力を要

請した。  

・４月１９日，群馬県は，指定廃棄物を保管している県内６市村に最終処分場を設ける

という独自の分散案を環境省に提示した。  

・９月１３日，県は，上記の独自案を断念し，県内１か所に集約するという環境省の方

針に従うことを表明した。  

 ・環境省は，現時点で候補地を提示していない。  

 

４ 千葉県《指定廃棄物 計１,０１８ｔ》 

 ・５月２１日，環境省の横光副大臣は，千葉県知事を訪問し，候補地選定への協力を要

請した。  

 ・環境省は，現時点で候補地を提示していない。  

 

※上記の各県における指定廃棄物の数量は，８月３日時点での指定済み分である。  
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